
 

 

平成 22 年度 横浜町人事行政の運営等の状況 

 

 

   横 浜 町 職 員 の給 与 や、職 員 数 、勤 務 条 件 などの人 事 行 政 の運 営 等 の状 況 についてお

知らせします。 

 

１． 職 員の任免 及び職員数 に関 する状 況  

⑴ 職員 の任 免の状況                                  （単 位：人 ） 

区  分 採  用 
退 職 

定 年 退 職 勧 奨 退 職 そ の他 退 職 計 

一般行 政職      ２     ６        ６ 

医  療  職           

技能労 務職                

合 計     ２     ６        ６ 

 

⑵ 部門 別職 員数 の状 況                        （単位 ：人） 

部 門 
職 員 数 増 減  数  

Ｂ － Ａ ２２年 度Ａ ２３年 度Ｂ 

一般行 政  

議 会     ２     ２  

総 務 企 画    １９    １８    △１ 

税 務     ７     ７  

民 生    １５    １４    △１ 

衛 生     ５     ４    △１ 

農 林 水 産     ８     ７    △１ 

商 工     ２     ２  

土 木     ２     ２  

小 計    ６０    ５６    △４ 

特 別 行 政 教 育    １０    １０     

普 通 会 計  計     ７０    ６６    △４ 

公営企 業  

等 会 計 

水 道     ２     ２  

そ の 他     ６     ６      

小 計     ８     ８      

合    計    ７８    ７４    △４ 

（注 １）各 年 度 4 月 １日 の職 員 数 です。また、部 門 名 は統 計 上 の名 称 であり、町 の課 名 では 

ありません。 

（注 ２）公 営 企 業 会 計 等 のその他 の部 門 は、国 民 健 康 保 険 ・後 期 高 齢 者 医 療 ・介 護 保 険 です。 

（注 ３）平 成 23 年 4 月 現 在 の町 職 員 の定 数 は、１１４人 となっています。 

 

 

 

 



２． 職 員の給与 の状 況 

 

町 では、財 政 改 革 の取 組 みの一 環 として、特別 職 の給 料 等 及 び管 理 職 手 当 を削 減 し

ております。 

平成 22 年 度の削減 状 況 

区 分 削 減 内 容 

一

般

職 

 

管理職 の職 員  

 

 

管理職 手当 の支 給額   ３５％削減  

 

特

別

職 

町長  給料の３０％削減  

副町長  給料の１８％削減  

教育長  給料の１２％削減  

議員  報酬の１０％削減  

 

⑴ 人件 費の状況 （普 通会計 決算 ） 

区 分  
住 民 基 本 台 帳 人 口

（22 年 度 末 ） 

歳出額  

Ａ

実質収 支 人件費  

 Ｂ

人件費 率  

Ｂ／Ａ 

前年度 の

人件費 率

２２年 度  
人 

     5,135 

千円

3,819,769

千円

66,977

千円

681,980

％ 

   17.9 

％

  19.4 

（注）人 件費 には、特別 職、議 員及び委員 等の給与や報酬などが含まれます。 

 

⑵ 職員 給与 費の状況 （普通 会計 決算） 

区 分  
職員数  

   Ａ 

給 与 費 一 人 当 た

り給与 費  

Ｂ／Ａ 

前年度 の 

一人当 たり 

給与費  

給 料 職 員 手 当 期 末 勤 勉

手 当

計 

  Ｂ 

２２年 度  
人 

   ６９ 

千円  

 265,753 

千円

  28,398

千円

  98,888

千円  

393,039

千円  

  5,696 

千円

  5,374 

（注）職 員手 当には退 職手当を含みません。 

 

⑶職員 の平 均年 齢、平 均給料 月額 及び平均 給与月 額の状況  

（平成 22 年 4 月 １日 現 在） 

区  分  平 均 年 齢  平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額  

一 般 行 政 職  ４４．４歳  330,400 円  360,922 円  

医 療 職  ３５．２歳  263,040 円  279,255 円  

技 能 労 務 職  ５４．１歳  352,400 円  398,860 円  

（注 ）平 均 給 与 月 額 とは、給 料 月 額 に毎 月 支 払 われる扶 養 手 当 、住 居 手 当 及 び通 勤 手 当

などの諸手 当を加えた額です。 

 

 

 

 

 



⑷職員 の初 任給の状 況 （平成 22 年 4 月 １日現在 ） 

区  分  大学卒  短大卒  高校卒  中学卒  

一般行 政職  172,200 円  152,800 円 140,100 円  

医 療 職 201,100 円     

技能労 務職    137,200 円  

 

⑸職員 の経 験年 数別 平均給 料月 額の状況  （平成 22 年 4 月 １日 現 在） 

区 分 学 歴 経 験 年 数 10 年 経験年 数 1５年  経験年 数２０年  

一般行 政職  
大学卒  252,200 円  303,800 円   

高校卒  200,000 円  236,100 円  295,400 円  

医 療 職 
大学卒     260,600 円    

高校卒     

 

⑹一般 行政 職の級別 職員数 の状 況 （平成 22 年 4 月１日 現在 ） 

区分  
標準的 な職 務  

（代表 的職 名） 

職員数  

（人） 

構成比  

（％） 

1 級 主事      ４    ８．２ 

2 級 主査      ６   １２．２ 

3 級 総括主 査      ７   １４．３ 

4 級 主幹     １０   ２０．４ 

5 級 総括主 幹     １０   ２０．４ 

6 級 課長・調整 監・推 進監     １０   ２０．４ 

７級  総務課 長      ２    ４．１ 

合       計     ４９  １００．０ 

 

⑺ 職員 手当 の状 況 （普通会 計） 

①期末 手当・勤勉 手当  

22 年度 支給 割合  期 末 手 当 勤勉手 当  

 6 月期  １．２５ 月 分 ０．７０  月 分

12 月期  １．３５ 月 分 ０．６５  月 分

合  計  ２．６０ 月 分 １．３５  月 分

１人当 たり平 均支 給額  （22 年 度）  １，４４０千 円

（注 ）勤 勉 手 当 の支 給 割 合 は、勤 勉 手 当 支 給 総 額 の限 度 を算 出 するための支 給 月 数 のこと。 

 

②寒冷 地手 当  

区       分  世 帯 主 そ の 他 

扶養親 族がある場 合  89,000 円 － 

扶養親 族がない場合  51,000 円 36,800 円  

一人当 たり平均 支給 額  （22 年 度）  65 千円  

（注）11 月から翌年の 3 月までの総支 給額です。 

 

 



③退職 手当  

区    分  自己都 合  勧奨・定年  

勤 続 ２ ０ 年 23.50 月 分  30.55 月 分  

勤 続 ２ ５ 年 33.50 月 分  41.35 月 分  

勤 続 ３ ５ 年 47.50 月 分  59.28 月 分  

最高限 度額  59.28 月 分  59.28 月 分  

平均支 給額  － 23,801 千円  

（注）定 年前 早期 勧奨 退職者 については、年 齢に応じた割 増があります。 

 

④時間 外勤 務手 当  

支給総 額 （２2 年 度決 算）  3,647 千円  

職員１人当 たり平 均支 給年額 （22 年 度決 算）  53 千円  

支給実 績 （２1 年 度決 算） 4,911 千 円  

職員１人当 たり平 均支 給年額 （２1 年 度決 算） 65 千円  

 

⑤特殊 勤務 手当  

区 分 全 職 種 

支給実 績 （22 年 度決 算） 0 千円

支給職 員１人当 たり平 均支給 年額  （22 年度 決算） 0   円

職員全 体に占める手 当 支給職 員の割合  （２2 年度） 0   ％

手当の種類  （手 当数 ）           3 

手 当 の 名 称 支 給 対 象 業 務 支給単 価  

伝染症 防疫 作業 手当  防疫作 業従 事者  １日 200 円

死体処 理手 当  死体処 理作 業従 事者  １体 500 円

犬 又 は猫 等 の死 骸 処 理 手 当  死 骸 処 理 作 業 従 事 者   １日  200 円

 

⑥その他の手当  

手 当 名  内容及 び支 給単 価（月 額） 
支 給 実 績  

（２2 年 度 決 算 ）

支 給 職 員 １人 当 た

り平 均 支 給 年 額  

（２2 年 度 決 算 ） 

扶養手 当  

配 偶 者 、子 等 の扶 養 親 族 を 有 する

職員に支給  

・配偶 者 ・・・ 13,000 円 

・ 配 偶 者 以 外 ・ ・ ・ 6,500 円 又 は

11,000 円、２人目 以上 6,500 円  

・満 16 歳から 22 歳までの子に係る 

加算・・・5,000 円  

 8,764 千円

４０人
 ２１９千円

管理職 手当  

・総務 課長・・・32,500 円 

・課長 等・・・・・26,000 円 

・調整 監等・・・19,500 円 

・保育 所長・・・13,000 円 

3,959 千 円

14 人
 283 千 円



住居手 当  

・借 家 等 （月 額 23,000 円 以 下 ）の

場合＝家賃－12,000 円 

・借家 等（月 額 23,000 円超）の場 合

＝ （ 家 賃 － ２ ３ ,000 円 ） × 1/2 ＋

11,000 円 （限度は 27,000 円） 

1,248 千 円

５人
 ２５０千円

通勤手 当  

交 通 機 関 や自 家 用 車 などで通 勤 す

ることを常例としている職員に支給  

・交通 機関 等・・・最高 55,000 円  

・自家 用車・・・距 離に応じて 

2,000 円 ～29,300 円

2,949 千 円

３２人
 ９２千 円

 

⑻特別 職の報酬 等の状況  

区 分 給 料 月 額 等 

給料  

町 長  

副 町 長  

教 育 長  

527,000 円  

482,000 円  

466,000 円  

報酬  

議 長  

副 議 長  

議 員  

250,000 円  

203,000 円  

196,000 円  

期末手 当  

町 長  

副 町 長  

教 育 長  

（22 年度 支給 割合 等） 

・２．９０月 分  

・加算 措置 あり 

議 長  

副 議 長  

議 員  

（22 年度 支給 割合 等） 

・２．９０月 分  

・加算 措置 あり 

退職手 当  

町 長  

副 町 長  

教 育 長  

（算定 方式） 

・給料 月額×在職 月数 ×支給 率  

※支給 率  

町 長    ４５．５/１００ 

副町長      ２６．５/１００ 

教育長      ２２．５/１００ 

(支給 時期 ) 

・任期 毎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３． 職 員の勤務 時間 その他の勤務 条件 の状 況 

⑴勤務 時間 の状 況 （平成 22 年 4 月 １日 現 在） 

勤務時 間  

・週３８時間 ４５分  

・月曜 日から金曜 日  

※祝日 法による祝 日及 び 12 月 29 日から 1 月 3 日を除く 

・午前 8 時 15 分 から午後 5 時までうち休 憩 時間 60 分  

※ なお、保 育 所 及 び小 ・中 学 校 等 においては勤 務 の性 質 上 又 は職 務 の特 殊 性 等 から上

記と異なる勤務 形態をとっています。 

 

 

⑵休暇 の種 類及び取 得の状 況 （平成 22 年 １月 1 日～平 成 22 年 １２月 ３1 日） 

休暇の種類  内 容 ・ 日 数 等 取得状 況等  

年次有 給休 暇  

１年 ごとの休 暇 ・・・・日 数 は１年 ２０日 と

し、２０日 を超 えない範 囲 内 の残 日 数 を

翌年に繰り越すことができる。 

・ 一 人 当 た り 平 均

取得日 数  

     １３．６日  

病気休 暇  

負 傷 又 は疾 病 のため療 養 する必 要 があ

り、勤 務 しないことがやむを得 ないと認 め

られる場 合・・・疾 病等 の区 分に応じ最 小

限必要と認められる期 間 

・取得 者数・・・７人

・ 一 人 当 た り 平 均

取得日 数  

    ６１日  

 

休暇の種類  内 容 ・ 日 数 等 取得状 況等  

 

 

 

特  

 

  

別  

 

  

休  

 

 

暇  

選挙等 休暇  
選 挙 権 その他 公 民 として権 利 を行 使 す

る場合・・・・必要と認められる期間  

 

証人等 休暇  

証 人 等 として地 方 公 共 団 体 の議 会 その

他 官 公 署 へ出 頭 する場 合 ・・・必 要 と認

められる期間  

 

骨髄移 植休 暇  

骨髄 移植 のため骨 髄 液の提供 者として、

検 査 、入 院 等 が必 要 な場 合 ・・・必 要 と

認められる期 間  

 

ボランティア休 暇  
自 発 的 に報 酬 を得 ないで社 会 に貢 献 す

る活動を行う場合 ・・・１年に５日以 内  

 

結婚休 暇  結婚する場合・・・連 続 する５日 以内   

産前・産後 休暇  

出 産 する場 合 ・・・出 産 予 定 日 の８週 間

前から出 産 の日 の翌 日 から８週 間を経 過

する日までの期 間  

・取得 者数・・・１人

 

育児休 暇  

生後 満１年未 満の子を育てる職 員 が、授

乳 等 のため勤 務 しないことがやむを得 な

いと認められる場合  

・取得 者数・・・１人

 

 

配偶者 出産 休暇  

 

 

妻が出 産する場合・・・２日以 内  

 



育児参 加休 暇  

妻 が出 産 する場 合 で出 産 予 定 日 の８週

間 前 の日 から出 産 後 ８週 間 までの期 間

に、当 該 出 産 に係 る子 又 は小 学 校 修 学

前 の子 を養 育 するために勤 務 しないこと

が相当と認められる場 合・・・５日 以内  

 

子の看 護休 暇  

小 学 校 修 学 の始 期 に達 するまでの子 の

看 護 のため、勤 務 しないことが相 当 と認

められた場 合・・・５日 以 内 

・取得 者数・・ １人

・ 一 人 当 た り 平 均

取得日 数・・・ ３日

忌引休 暇  
親 族 の喪 に服 する場 合 ・・・親 族 に応 じ１

０日以 内  

・取得 者数・・ ３人

・ 一 人 当 た り 平 均

取得日 数・・・ ３日

祭日休 暇  
父 母 、配 偶 者 及 び子 の追 悼 のため特 別

な行事を行う場合 ・・・１日以内  

 

夏季休 暇  

夏 季 に お け る 心 身 の 健 康 維 持 及 び 増

進 、家 庭 生 活 の充 実 のための休 暇 ・・・７

月から９月までの期間 のうち４日 以内  

 

災 害 ・ 交 通 機 関 の

事故等 休暇  

災 害 、交 通 機 関 の事 故 等 により勤 務しな

い こ と が や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場

合 ・・・７日 以 内 の期 間 又 は必 要 と認 めら

れる期間  

 

介護休 暇  

負 傷 、疾 病 又 は老 齢 により、２週 間 以 上

にわたり同 居 親 族 を介 護 する場 合 ・・・連

続 する６月 の期 間 内 で必 要 と認 められる

期間  

 

組合休 暇  
登 録 された職 員 組 合 の業 務 又 は活 動 に

従事する場合・・・１年３０日以 内  

 

 

 

４．職 員の分限 及び懲 戒処分 の状 況  

 

⑴分限 処分 の状 況  

分 限 処 分 とは、公 務 能 率 の維 持 を目 的 とした処 分 で、勤 務 実 績 がよくない場 合 、心 身

の故障 のため職 務の遂 行 に支 障 がある場 合、職 務に必 要な適 格 性を欠 く場 合 等 に職員

に対 して行 われる処 分 です。なお、平 成 ２２年 度 は、分 限 処 分 に該 当 した事 例 はありませ

ん。 

 

⑵懲戒 処分 の状 況  

   懲 戒 処 分 とは、職 員 の義 務 違 反 に対 する道 義 的 責 任 を問 い、秩 序 維 持 を図 るこ

とを目 的 にした制 裁 的 な処 分 で、法 令 又 は条 例 、規 則 等 に違 反 した場 合 、職 務 上 の義

務 に違反 し又 は職 務を怠った場 合、全 体 の奉 仕 者 にふさわしくない非 行 があった場 合 等

に職 員 に対 して行 われる処 分 です。なお、平 成 ２２年 度 は、分 限 処 分 に該 当 した事 例 は

ありません。 

 

 



５．職 員の服務の状況  

 

 地 方 公 務 員 法 では、すべて職 員 は、全 体 の奉 仕 者 として公 共 の利 益 のために勤 務

し、職務の遂行 にあたっては全力でこれに専 念しなければならないこととされています。  

 この服 務 の基 本 原 則 を忠 実 に実 行 するため、職 員 は次 のような義 務 、制 限 が課 せら

れています。 

区 分 内 容 違反者 数

法 令 等 及 び上 司 の職 務 上

の命令 に従う義務  

職 員 は、職 務 遂 行 にあたって、法 令 、条 例 及

び規 則 等 に従 い、且 つ、上 司 の職 務 上 の命

令に従わなけらばならない。 

０人

信用失 墜行 為の禁止  
職 員 は、職 の信 用 を傷 つけ、又 は、職 全 体 の

不名誉となる行 為をしてはならない。 
０人

秘密を守る義務  
職 員 は、職 務 上 知 り得 た秘 密 を漏 らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 
０人

職務に専念 する義 務  

職 員 は、勤 務 時 間 及 び職 務 上 の注 意 力 のす

べてを用 い、職 務 のみに従 事しなければならな

い。 

０人

政治的 行為 の制 限  職員は、政 治活 動等に関与してはならない。 ０人

争議行 為等 の禁 止  職員は、ストライキ等をしてはならない。 ０人

営利企 業等 の従 事制 限 

職 員 は、許 可 を受 けなければ、営 利 を目 的 と

する私 企 業その他の団 体の役 員等を兼ね、若

しくは自 ら私 企 業 を営 み、又 は報 酬 を得 てい

かなる事業 、事 務にも従事してはならない。 

０人

 

６． 職 員の研修 及び勤務成 績の評定 の状 況 

 

 ⑴研修 の実 施状 況  

研 修 名 期 間 人数 研 修 先 等 備 考 

新採用 者前 期研 修  ５日  ４人  青森県 自治 研修 所   

新採用 者後 期研 修  ４日  ４人  青森県 自治 研修 所   

市町村 固定 資産 税研 修 ３日  １人  青森県 自治 研修 所   

市町村 財務 事務 研修  ２日  １人  青森県 自治 研修 所   

市町村 民税 研修  ２日  １人  青森県 自治 研修 所   

法務執 務研 修  ２日  １人  青森県 自治 研修 所   

 

⑵ 勤務 成績 の評 定の状況  

 勤 務 成 績 の評 定 については、これまで実 施 しておらず、今 後 、他 市 町 村 等 の動 向 も踏

まえ、新たな人事 評価 制度の導入 に向 け検 討していきます。 

 

 

７． 職 員の福祉 及び利益の保護 の状 況  

 

(1)福 利厚 生の状況  

福 利 厚 生 事 業 については、互 助 組 織 である職 員 厚 生 会 で行 っています。また、職 員 厚



生会への町からの補助 金はありません。 

 

(2)共 済制 度の状況  

 職 員 及 びその家 族 の生 活 の安 定 と福 祉 の向 上 に寄 与 するとともに、職 務 の能 率 的 運

営 に資 することを目 的 として、共 済 組 合 制 度 があります。町 では、青 森 県 市 町 村 職 員 共

済 組 合 に加 入 しており、共 済 組 合 は健 康 保 険 制 度 に相 当 する短 期 給 付 事 業 、厚 生 年

金制度 に相 当する長期 給付事 業及 び福 祉事 業を実施しています。 

 なお、平 成２２年度 の健康診 断事 業（総合 検 診等）の受 診状 況は、次のとおりです。 

区 分 受 診 者 数 備 考 

総

合

健

診 

胸部 X 線 検査  １５人   

胃部 X 線 検査   ６人   

心臓機 能検 査   １１人   

尿検査   １６人   

日帰りドッグ  １８人   

脳検診   ５人   

子宮、乳がん、胃 検診   １４人  職員の扶養 者を含む 

 

(3)公 務災 害補 償制 度 の状況  

平成２２年 度は、公務 災害に該当した事 例は以下のとおりです。 

加入団 体  
H22 年 度  

災害件 数  
災害の概要  

地方公 務員 災害 補償  

基金青 森県 支部  
０ 

 

※職員 の公 務災 害又 は通勤 災害 に対する補 償の迅 速かつ公正な実 施を確保する 

ために地 方公 務員 災 害補償 基金 が設 置されています。 

 

８． 職 員の勤務 条件 に関する措置 の要 求の状況  

  職 員の勤務 条件に関する措 置の要求 については、平成 ２１年度 において新たな 

措置要 求はなく、また、係属事 案もありません。 

 

９． 職 員に対する不利 益な処 分についての不 服申立 ての状況  

職 員 に対 する不 利 益 な処 分 についての不 服 申 立 てについては、平 成 ２２年 度 におい

て新たな不服 申立てはなく、また、係 属事 案もありません。 

 


